
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
等
に
関
す
る
省
令

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
及
び
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
子

署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
調
査
機
関
に
よ
る
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
二
条
　
法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
に
対
し
て
行
う
通
知
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
調
査
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
調
査
の
申
請
に
係
る
認
証
業
務

三
　
調
査
の
概
要
及
び
結
果

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
十
八
条
の
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
調
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

三
　
調
査
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

二
　

近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

三
　
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
で
調
査
の
業
務
に

係
る
事
項
と
他
の
業
務
に
係
る
事
項
と
を
区
分
し
た
も
の

四
　
申
請
者
が
法
第
十
九
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

五
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
並
び
に
法
人
の
種
類
に
応
じ
て
次
条
に
掲
げ

る
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

ハ
　
指
定
の
申
請
に
係
る
調
査
と
類
似
す
る
業
務
の
実
績

ニ
　
調
査
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

ホ
　
調
査
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画

ヘ
　
調
査
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
経
歴

ト
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

３
　
指
定
調
査
機
関
は
、
前
項
第
五
号
イ
、
ニ
又
は
ヘ
の
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
成
員
）

第
四
条
　
法
第
二
十
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
構
成
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
種
類
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
社
団
法
人
　
社
員

二
　
株
式
会
社
　
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主

三
　
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社

を
い
う
。
）
　
社
員

四
　
そ
の
他
の
法
人
　
当
該
法
人
の
種
類
に
応
じ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
指
定
調
査
機
関
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
調
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

（
指
定
の
更
新
）

第
六
条
　
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
指
定
調
査
機
関
の
指

定
の
更
新
に
準
用
す
る
。

（
調
査
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
等
）

第
七
条
　
指
定
調
査
機
関
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
調
査
業
務
規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
調
査
業
務
規
程
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
調
査
機
関
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
調
査
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
変
更
後
の
調
査
業
務
規
程
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
調
査
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
八
条
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
調
査
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
調
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項

三
　
調
査
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
手
数
料
の
収
納
に
関
す
る
事
項

五
　
調
査
を
行
う
者
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

六
　
調
査
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
調
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八
　
会
計
処
理
に
関
す
る
事
項

九
　
事
業
報
告
書
の
公
開
等
に
関
す
る
事
項

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
調
査
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
帳
簿
）

第
九
条
　
法
第
二
十
六
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
調
査
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
調
査
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

三
　
調
査
の
申
請
に
係
る
認
証
業
務

四
　
調
査
を
行
っ
た
年
月
日

五
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

六
　
調
査
の
概
要
及
び
結
果

七
　
調
査
の
結
果
の
通
知
年
月
日

２
　
法
第
二
十
六
条
の
帳
簿
は
、
調
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
の
日
か
ら
十
年

間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
保
存
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
　
指
定
調
査
機
関
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
期
間

二
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
調
査
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
十
一
条
　
指
定
調
査
機
関
は
、
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

1



一
　
調
査
の
業
務
を
主
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
調
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
主
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
調
査
の
業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
細
目
）

第
十
二
条
　
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
手
数
料
の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
人
件
費
、
事
務
費
そ

の
他
の
経
費
、
旅
費
（
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
車
賃
を
い
う
。
）
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
額
並
び
に
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
手
数
料
の
額
の
算
出
方
法
と
す
る
。

（
承
認
の
申
請
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二

項
第
四
号
中
「
法
第
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
四
条
　
承
認
調
査
機
関
は
、
法
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
期
間

二
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
準
用
）

第
十
五
条
　
第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
（
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
承
認
調
査
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
法
第
十
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
四
条
中

「
法
第
二
十
条
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
二
号
」
と
、

第
五
条
中
「
法
第
二
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一

条
第
二
項
」
と
、
第
六
条
中
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
、
第
七
条
中
「
法
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
、
第
八
条
中
「
法
第
二
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
三
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
二
項
」
と
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
法
第

二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
公
示
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
そ
れ
ぞ
れ
法
第
三
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
、
法
第
二
十
九
条
第
二
項
、
法
第
三
十
条
第
二
項
、
法
第
三
十
一
条
第
五
項
並

び
に
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
申
請
等
の
方
法
）

第
十
七
条
　
令
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
に
対
す
る
申
請
書
等
の
提
出
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
法

務
大
臣
の
い
ず
れ
か
に
、
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第

七
条
、
第
八
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
八
日
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
七
日
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
七
日
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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